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平成 31年２月 12日 保健福祉部 子ども家庭課 

 

 

児童館の開館時間変更及び臨時休館について 

 

 

【大塚児童館】 

 変更前 変更後 

平 日 午前８時 30分から午後６時まで 午前８時 30分から午後５時まで 

土曜日 
午前８時 30分から正午まで 

毎週開館 

午前８時 30分から正午まで 

毎週開館 

 

【稲吉・新治児童館】 

 変更前 変更後 

平 日 午前８時 30分から午後６時まで 午前８時 30分から午後５時まで 

土曜日 
午前８時 30分から正午まで 

第２・第４土曜日のみ開館 
臨時休館 

 

 

【変更の時期】 

平成 31年 4月 1日から試行的に開始 

 

【周知方法】 

 広報誌 

ホームページ 

児童館だより 

児童館掲示 

 

【今後の取り組み】 

平成 31年４月 1日から試行的に開始し、利用状況やニーズに合わせて対応する。 

 


